
年度 達成度
達成度を選択した理

由

H30
(2018) C

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) D

R1
(2019) D

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) D

R1
(2019) D

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) D

R1
(2019) D

R2
(2020)

R3
(2021)
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審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

事前協議、参加
状況調査、プラ
スワンキャン
ペーン等取組実
施

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：33.1%

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：28.0％

女性比率
令和元年度：20.3%

令和元年度20.3％
であり、前年度と
比較すると数値は
1.1%上昇したもの
の、引き続き取組
を推進していく必
要がある。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

平成30年度は
32.7％であり、前
年度から比率が
0.4％増加したもの
の、目標達成まで
6.9％の開きがある
ため。

2

委員を選任する際に
は、男女比に配慮
し、女性比率の向上
に努めるよう、局内
各課に周知してい
く。

市民文化局
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

令和元年度は
28.0％となり、前
年度の26.9％から
1.1％向上したもの
の、依然として目
標値の40％まで
10％以上の開きが
あるため。 1

改選の際に女性比率
が向上するよう事前
協議を通じて働きか
ける。

財政局（審
議会等所管
局）

人権・男女
共同参画室

1

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性比率を
向上するよう働きか
けていく。また、男
女共同参画に関する
積極的な情報提供を
行っていく。

情報提供し比率向
上に向け働きか
け、前年同程度で
あったが、目標値
まで10％以上の開
きがあるため。

市民文化局

1

引き続き局内所管の
審議会等委員の女性
比率の向上を目指す
よう要請していく。

総務企画局
（審議会等
所管局）

経済労働局
（審議会等
所管局）

女性比率
令和元年度：28.7％

局内各課が委員の選任を行
う際には、庶務課で男女比
の確認を行い、女性比率を
向上するよう働きかけた。
また、本市人権・男女共同
参画室からの情報に基づ
き、局内各課へ情報提供を
行った。

次年度の課題

・新規設置及び改選を行う
審議会所管対象課と事前協
議を行い女性参加促進を働
きかけた。・全審議会等を
対象にした参加状況調査を
実施し、現状把握及び課題
の検討を行った。 ・改選
を行う審議会等を対象に女
性候補者確保に向けた手法
の情報提供を行った。 ・
事前協議制度の効果的な実
施に向け協議時期の見直し
を行った。

令和元年度女性比
率は31.2%と、H30
年度の30.7％から
0.5ポイント増と
なっている。

1

令和２年度の参加状
況調査結果を踏ま
え、目標達成に向け
て、引き続き実効性
のある女性委員参加
促進に向けた取組を
検討する。

担当部署所管局

Ⅱ　働く場における男女共同参画の推進

４　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

(15)審議会等の市の政策・方針決定過程への女性の参画の推進

　　審議会等委員に占める女性の割合について調査を実施し現状を把握するとともに、推薦団体への働きかけなど目標値達成に向けて取り組みます。

令和元(2019)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度）

事業
番号

事業
今後
の方
向性

事業概要

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）
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R1
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R2
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R3
(2021)
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審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

女性比率
令和元年度：31.9％

審議会等委員を選任する際
には、女性比率が向上する
よう所管課に働きかけ、女
性委員の参加向上に努め
た。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：29.0％

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

委員改選のタイミン
グを活用し、引き続
き、女性委員の選任
依頼を行っていく。

前年度から比率が
0.6ポイント減少
し、目標達成まで
11ポイントの開き
がある。 1

比率向上に向けた取
組みを行う。

川崎区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

健康福祉局
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

前年度から比率が
0.3ポイント増加し
たが、目標達成ま
で8.1ポイントの開
きがある。

前年度から比率が
1.3ポイント増加し
たものの、目標達
成まで6.9ポイント
の開きがある。

2

女性比率
令和元年度：42.5％

委員の女性比率に
ついて、昨年度比
4.3ポイント向上
し、目標の40%に達
したため。

前年度から比率が
0.8ポイント減少
し、目標達成まで
21ポイントの開き
がある。

1

女性比率
令和元年度：33.1%
前年度の31.8％から1.3ポ
イント増加した。
・審議会等の新規設置及び
改選の際は、審議会等所管
課と事前協議を実施した。
・令和元年度の間に女性参
加の取組促進に向けた「女
性委員プラスキャンペー
ン」の各課へ周知を行っ
た。

職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。 まちづくり

局（審議会
等所管局）

女性参加促進に関す
る事例の情報提供や
事前協議の時期の検
討を行い、比率向上
に向けた取組を引続
き行う。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

建設緑政局
（審議会等
所管局）

港湾局（審
議会等所管
局）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

2

委員の選任に当たっ
ては、引き続き男女
比に配慮していく。

女性比率
令和元年度：19％

委員の専門分野に女
性研究者が少ない等
の課題があるが、改
選の機会において早
期の働きかけを行う
など、女性比率向上
に向けた取組を行
う。

環境局（審
議会等所管
局）

1

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：28.6％

前年度から比率が
0.2ポイント減少
し、目標達成に開
きがある。

2

女性比率
令和元年度：令和元年度の
数値は11.1％となり、前年
度の12.9％より1.8ポイン
トの減少となった。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

こども未来
局（審議会
等所管局）

前年度から比率が
1.8ポイント減少
し、目標達成まで
10ポイント以上の
開きがある。

1

引き続きさらなる女
性委員の比率向上に
努める。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：52.2％
前年度の42％から10.2ポイ
ント向上した。

前年度から比率が
10.2ポイント増加
しており、目標の
40ポイントも昨年
度に引き続き達成
している。

2

引き続き、実施して
いく。

幸区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

42



H30
(2018) A

R1
(2019) C

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) D

R1
(2019) A

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019) C

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) D

R1
(2019) D

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) A

R1
(2019) A

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)
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審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

2

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

前年度から比率が
3.9ポイント増加
し、目標値を達成
した。

2

改選の際に女性比率
が向上するよう各課
に働きかけていく。

審議会等の委員の選
任にあたっては、男
女共同参画の視点を
持って取り組むよう
各課に周知し、比率
向上に配慮する。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：52.4％

審議会等委員選任
時には、各団体に
女性委員の推薦に
ついて配慮してい
ただくよう依頼す
る。

女性比率
令和元年度：33.3％

中原区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

2

引き続き、審議会等
において、選任審査
の際は女性委員を取
り入れるよう取り組
む。

女性比率
令和元年度：24.0％

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和元年度：35.3％

1

有識者など専門性を
有する委員を除き、
審議会等委員選任時
には各団体に女性委
員の推薦について配
慮していただくよう
依頼するなど、引き
続き女性の登用に努
めていく。

上下水道局
（審議会等
所管局）

女性比率
令和元年度：43.6％

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

前年度から比率が
4.3ポイント減少
し、目標達成まで
16.0ポイントの開
きがある。

前年度から比率が
14.5ポイント増加
し、目標の40%を達
成した。

女性参加促進に関す
る好事例の情報提供
や、事前協議時期の
検討を行い、比率向
上に向けた取組を行
う。

2

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性の参加比率が
下がったため。

2

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。

多摩区役所
（審議会等
所管局）

宮前区役所
（審議会等
所管局）

女性比率
令和元年度：23.7％

女性比率が向上す
るよう選任審査の
際は所管課に働き
かけ女性委員の参
加比率向上に努め
た。

麻生区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

高津区役所
（審議会等
所管局）
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審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

38

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和元年度：5.0％

　目標達成まで
10％以上の開きが
ある。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

教育委員会
事務局（審
議会等所管
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和元年度：35.0％

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

令和3年度までの目
標である「40％」
を既に達成してい
る。

2

今後も女性参加促進
の取り組みを続けて
いく。

2

　引き続き、比率を
下げることなく、各
審議会等へ女性委員
の推薦を依頼してい
く。

女性比率
令和元年度：75.0％

市民オンブ
ズマン事務
局（審議会
等所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

消防局（審
議会等所管
局）

病院局（審
議会等所管
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

交通局（審
議会等所管
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

2

1

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

令和元年度は
35.0％となり前年
度から比率が0.1％
増の微増にとどま
り、目標達成まで
5.0％の開きがある
ため。

今後も比率を下げる
ことなく、女性参加
促進の取り組みを続
けていく。

女性比率
令和元年度：27.3％
①川崎市立病院運営委員会
16.7％（1/6名）
②川崎市立多摩病院運営協
議会　40.0％（2/5名）
③川崎市立川崎病院地域医
療支援病院運営委員会
25.0％（3/12名）

引き続き、男女比に
配慮し、各団体へ女
性委員の推薦を依頼
していく。

女性比率
令和元年度：45.0％

委員の改選を行っ
ているが、適任の
女性が少なく、目
標値達成まで大き
な開きがあるた
め。

33年度までの目標
である「40％」を
既に達成してい
る。

1

引き続き比率向上に
向けた取組を行う。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）
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今年度は委員の改
選はなかったが、
前年度から就任い
ただいている３名
の女性委員につい
ては積極的に事業
に参画いただいて
いる。

1

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

39

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

38

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

情報提供し女性委
員選任に向け働き
かけたが、目標の
達成に至らなかっ
た。

1

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：2

局内各課が委員の選任を行
う際には、女性委員の選任
を働きかけた。また、本市
人権・男女共同参画室から
の情報に基づき、局内各課
へ情報提供を行った。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性委員ゼロの
審議会等の所管
部署への働きか
けの実施

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審
議会が１つのた
め。

1

女性委員ゼロの審
議会は０件であ
り、目標を達成し
ている。

財政局（審
議会等所管
局）

明るい選挙推進協議
会の推薦団体に偏り
がないよう団体構成
しながら、当該団体
からの委員を選出し
ていただく際に、い
かにして女性比率の
向上を図るかが課題
である。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性ゼロの審議会等
については、改選の
際に解消できるよう
事前協議を通じて働
きかける。

引き続き、委員を選
任する際は女性委員
の選出について配慮
するよう局内各課に
周知し、目標達成に
向けて努める。

市民文化局
（審議会等
所管局）

市民文化局

経済労働局
（審議会等
所管局）

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性委員選
任を働きかけてい
く。また、男女共同
参画に関する積極的
な情報提供を行って
いく。

女性比率
令和元年度：委員総数16名
中3名（18.75％）

委員の専門分野に女
性研究者が少ない等
の課題があるが、改
選の機会において早
期の働きかけを行う
など、女性比率向上
に向けた取組を行
う。

環境局（審
議会等所管
局）

総務企画局
（審議会等
所管局）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：1（7審議会の
うち）

令和元年度女性委
員ゼロの審議会の
数は、前年度20か
ら5解消したものの
新規で6設置された
ため、結果的に1増
加し21となった。 1

女性委員ゼロの審議
会等の解消に向け、
まずゼロの審議会等
を増やさないよう機
会をとらえて周知し
ていく。ゼロとなっ
ている審議会等につ
いては、改選の際に
解消できるよう事前
協議を通じて働きか
ける。

2

この状況を維持でき
るよう、引き続き審
議会を所管する所属
に要請していく。 男女平等推

進員所属課
（庶務担当
課）

・「川崎市審議会等委員へ
の女性の参加状況調査」実
施及び報告の際は、女性委
員ゼロの審議会等をなくす
という目標について周知を
図った。
・女性委員がゼロの審議会
等の事前協議では、目標を
再確認し早期の解消を働き
かけた。

女性委員ゼロの審
議会は０件であ
り、目標を達成し
た。

1

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

人権・男女
共同参画室

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

改選の機会におい
て早期の働きかけ
を行うなど、女性
委員ゼロの審議会
をなくすことがで
きた。 2

選挙管理委
員会事務局
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）
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女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：3

審議会等委員を選任する際
には、所管課に働きかけ、
女性委員の参加向上に努め
た。

39

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：2

女性委員ゼロの審
議会数が、前年度
の4つから改善した
ものの、目標達成
には至らなかっ
た。

女性委員がゼロの審
議会の委員選任にあ
たっては、可能な限
り女性委員の選出に
ついて配慮を行うよ
う指導を行う。

2

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

1
こども未来
局（審議会
等所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

引き続き女性委員が
ゼロの審議会が発生
しないように努め
る。

2

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなくなるよ
う選任審査の際は
所管課に働きかけ
た。

女性委員ゼロの審
議会が無いため、
目標を達成してい
る。

2

前年度と同じ数の
ため。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員の参加向
上を促したが、条
件に合う委員がお
らず、女性委員ゼ
ロの審議会がなく
ならなかった。 1

職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。 まちづくり

局（審議会
等所管局）

2

建設緑政局
（審議会等
所管局）

今後も現在の状態を
維持していく。

川崎区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

港湾局（審
議会等所管
局）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：8
・各課へ女性委員ゼロの審
議会をなくすための取組を
各課へ周知を行った。

次年度も引続き、女
性委員ゼロの審議会
をなくすために取組
を推進する。

健康福祉局
（審議会等
所管局）

幸区役所
（審議会等
所管局）

女性委員ゼロの審
議会の数は０であ
り目標は達成して
いる。

2

中原区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
が達成できたた
め。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

緑化分野における女
性の学識経験者が少
ない現状があるが、
現委員にも働きかけ
ながら女性委員の選
任に取り組む。

引き続き、審議会等
において、選任審査
の際は女性委員を取
り入れるよう取り組
む。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

引き続き、実施して
いく。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

前年度より女性委
員の審議会数が１
増加した。

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：1
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女性委員ゼロの審
議会件数0件を達成
した。

2

39

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

引き続き女性委員ゼ
ロの審議会件数0件を
維持する。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

今後も女性委員ゼロ
の状況をつくらない
よう、女性参加促進
の取り組みを続けて
いく。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
を達成している。

2

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

交通局（審
議会等所管
局）

宮前区役所
（審議会等
所管局）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会はゼロであ
り、目標を達成し
ている。

引き続き、改選の際
などに女性委員ゼロ
の審議会とならない
よう各課に働きかけ
ていく。 麻生区役所

（審議会等
所管局）

引き続き、実施して
いく。

高津区役所
（審議会等
所管局）

2

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会はなかったた
め。

2

多摩区役所
（審議会等
所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審
議会がゼロなだけ
でなく、女性比率
も高比率を維持で
きている。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

審議会等委員選任
時には、各団体に
女性委員の推薦に
ついて配慮してい
ただくよう依頼す
る。 2

女性員ゼロの審議会
等は上下水道局には
現在ないが、委員選
任時には各団体に女
性委員の推薦につい
て配慮していただく
よう依頼するなど、
引き続き女性の登用
に努めていく。

上下水道局
（審議会等
所管局）
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女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：1

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

3

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

委員の改選を行っ
たところもある
が、女性の委員が
１名以上入るよう
調整した結果、女
性委員ゼロの審議
会はゼロであり、
目標を達成してい
る。

2

メンター制度の
導入
ハラスメント防止
に関する取組な
ど

・女性のキャリア形成を支
援する取組として、メン
ター制度の実施、女性活躍
推進（職員向け）に関する
研修、各局における局長級
と女性職員とのオフサイト
ミーティングを実施した。

39

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

40

女性委員ゼロの審
議会はゼロであ
り、目標を達成し
ている。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

　職務の指定で
あったり、危険物
やコンビナート関
係で女性学識経験
者が少ないことか
ら、現状は変わっ
ていない。

消防局（審
議会等所管
局）

引き続き、男女比に
配慮し、各団体へ女
性委員の推薦を依頼
していく。

病院局（審
議会等所管
局）

教育委員会
事務局（審
議会等所管
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

選挙管理委
員会事務局
（審議会等
所管局）

　　市役所において、女性職員のキャリア形成や働きやすい環境づくり、意欲向上に向けた取組を進めます。

庶務課

総務企画局 人事課

市民オンブ
ズマン事務
局（審議会
等所管局）

男女平等推
進員所属課
（庶務担当
課）

2

　今後も女性委員ゼ
ロの審議会の数を減
らすことなく、引き
続き、女性参加促進
の取組みに最大限努
める。

メンター制度、先輩
職員と若手職員との
意見交換会、女性活
躍推進に関する研修
等の実施を継続する

上下水道局

引き続き、目標達成
に向けて努める。

明るい選挙推進協
議会の推薦団体に
偏りがないような
団体構成を継続す
る。

2

明るい選挙推進協議
会の推薦団体に偏り
がないよう団体構成
しながら、当該団体
からの委員を選出し
ていただく際に、い
かにして女性比率の
向上を図るかが課題
である。

川崎市橘樹官衙遺
跡群調査整備委員
会の調査部会が前
年度同様、6名全員
が男性で、女性委
員が0である。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

・局研修において課長級以
下の職員を対象に、ハラス
メント研修を開催し、ハラ
スメントに対する正しい知
識と理解を深めることを目
的に行った。

引き続き女性委員ゼ
ロの審議会件数0件を
維持する。

女性委員ゼロの
審議会をなくすた
めの取組の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：3

女性職員のキャリ
ア形成支援や働き
やすい環境づくり
に向け、計画に基
づいた取組を実施
した。 2

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

(16)女性職員の職域拡大、能力向上と登用の推進

女性委員ゼロの審議会の数
令和元年度：0

ハラスメントにつ
いて改めて確認
し、防止に向けた
意識の改善を促せ
た。

1

研修を強化及び新設
し、より一層の意識
改善に取り組んでい
く。
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女性活躍推進に
関する取組の実
施

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

2 監査事務局

選挙課

交通局

教育委員会
事務局

庶務課

選挙管理委
員会事務局

庶務課

総務部庶務
課

人事課

病院局

消防局

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

行政監査課

2

2

様々なハラスメン
トについて改めて
局内で確認し、防
止に向けた意識の
改善を促せた。

研修、自主考査等
の機会を活用し、
ハラスメント防止
について啓発を
行った。

引き続きハラスメン
ト防止について、職
員の意識改善を図
る。

・局内研修において、女性
活躍推進研修を実施し、保
健師による女性のからだの
変化と健康の講義、男性管
理職を交えた外部講師によ
る女性活躍推進の意義につ
いての講義、仕事と育児の
両立をテーマにした女性職
員によるパネルディスカッ
ションを実施した。
・局内研修時にガイドブッ
ク等を活用し、育児介護支
援制度について説明した。
・育児休業復帰後に早急に
面談を行い、本人の意向を
確認し仕事と子育ての両立
に向けて取り組んだ。
・メンター・メンティ制度
を活用したキャリア形成支
援を実施した。

女性職員のキャリ
ア形成支援や働き
やすい環境づくり
に向け、計画に基
づいた取組を実施
した。

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

・課内会議でのハ
ラスメント防止の
確認
・各種ハラスメン
トについての理解
が深まるよう、研
修資料等の局内回
覧の実施。

・管理職会議でハラスメン
ト防止に向けた話し合い等
を行い、各課内へ内容の周
知を行った。
・ハラスメントに関連する
研修への受講を積極的に促
し、研修資料を局内へ回覧
することで、ハラスメント
防止に関する理解を深め
た。

ハラスメント防止
に関する局内への
周知等を積極的に
行った。

引き続き、局内への
理解が深まるよう取
り込む。

職場内での周知徹
底を指示した。

2

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

40

引き続き、職員の服
務規律の確保に向け
て、働きかけを行っ
ていく。

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

自主考査等の機会を活用し
ハラスメント防止につい
て、職員の意識改善を図っ
た。

・管理職会議及び課内会議
でハラスメント防止に向け
た話し合い等を行い、局内
へ内容の周知を行った。
・ハラスメント防止に関す
る研修の受講を積極的に勧
奨した。

2

2

・局内研修におい
て、女性活躍推進研
修を実施し、女性の
キャリア形成支援や
働きやすい環境作り
を推進する。
・局内研修時にガイ
ドブック等を活用
し、育児介護支援制
度や女性職員相談窓
口について説明す
る。
・育児休業復帰後に
面談を行い、仕事と
子育ての両立に向け
て取り組む。

職員の服務規律の確保と公
務員倫理の確立について、
厳正な服務規律の確保、法
律の遵守を行うとともに、
良好な職場環境の維持及び
醸成に全力を挙げて取り組
むよう教育長名にて通知し
た。
併せて、管理職会議で議題
としてとりあげた。

引き続き局内への理
解が深まるよう取り
組む。

引き続き、ハラスメ
ント防止に係る啓発
を図っていく。
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44

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

2

241

42

43

小学校・中学校の
校長、教頭に占め
る女性の割合の向
上をめざすととも
に、高等学校の校
長、教頭について
は、女性がいない
状況の早期解消に
努めます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

女性活躍推進特定
事業主行動計画に
基づき、職員の意
欲・満足感を向上さ
せるため、現状を把
握・分析し、職員が
適正に評価される
制度の充実や管理
職への研修を実施
します。

職員向けアン
ケートの実施
管理職への研修
意欲を向上させ
る評価制度の見
直し検討など

引き続き職員アン
ケート等による現状
把握・課題の分析を
行い、実効性のある
取組を推進するとと
もに、管理職の意識
啓発等を実施する。

総務企画局

課長級職員に占
める女性割合が、
令和3年度までに
30％になるようめ
ざします。

対象者へ積極的な
受験を呼びかける
よう管理職へ周知
した。また、女性
比率を上げ、活躍
している女性を身
近で感じる機会が
増えることによ
り、女性の昇任へ
の意識醸成を図れ
た。

管理・監督者による定期刹
那指導、助言等の実施を行
うとともに、外部派遣機関
への職員の派遣を実施し
た。

人事課

上下水道局

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

H29
小学校：40％
中学校：15％
高　校： 0％
特　支：70％

庶務課

・「川崎市職員のセクシャ
ルハラスメント、パワーハ
ラスメント及び妊娠、出
産、育児又は介護に関する
ハラスメントの防止に関す
る要綱」を周知した。
・ハラスメントに関する研
修や会議等の参加を積極的
に促した。

・働き方についてのアン
ケート調査を実施するとと
もに、女性活躍推進に関す
る研修（管理・監督者向
け）を実施した。

職員の意欲・満足
感の向上に向け、
計画に基づいた取
組を実施した。

調査課

引き続き、研修や会
議の機会を周知し、
職員の理解が深まる
よう努める。

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

人事委員会
事務局

議会局

係長昇任選考の受験率向上
について管理職会議の中
で、対象者へ直接案内する
よう周知した。

昇任候補者となる
人材の確保に向
け、計画に基づい
た取組を実施し
た。

2

庶務課

40

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

数値目標

元県費職員分も
含む

課長級職員に占める女性の
割合
令和元年度数値：24.5％
（令和2年4月1日時点）

前年度（令和元年4
月1日時点）から比
率が0.6ポイント増
加しました。

人事課

総務企画局

2

ハラスメントに関
する研修や会議の
機会を周知した。

2

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

令和3(2021)年度（令
和4（2022）年4月1日
時点）までに目標の
達成をめざし、引き
続き、女性の登用に
努めていく。 総務企画局

引き続き管理・監督
者による適切な指
導、助言等の実施を
する。
また、外部派遣機関
への職員の派遣を実
施する。

2

教育委員会
事務局

教職員人事
課

目標値の達成を目指
し、引き続き全校種
において校長・副校
長・教頭の女性登用
に努めていく。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

引き続き、取組を継
続して取り組んでい
く。

早朝管理職会議の場におい
て、ハラスメントに関する
新聞記事を活用して意見交
換し、その防止に向けた意
識啓発を行った。

人事課

【校長・教頭の女性比率】
令和元年度
小学校：39.0%
中学校：18.4%
高等学校：5.6%
特別支援学校：50.0%

男女平等推進及び
女性活躍推進の観
点から取組を実施
した。

前年度と比較し
て、小学校は女性
比率が微減、その
他の校種は像と
なった。高等学校
において管理職へ
の女性登用があっ
たものの、全体の
女性比率は微減と
なった。
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行政監査課

総務部庶務
課

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

令和元年度は、女
性に係長昇任選考
対象者がいなかっ
たが、対象者へ積
極的な受験を呼び
かけた。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等を活用し
つつ、対象者に対して所属
長から個別に案内する等、
積極的な周知と勧奨を行っ
た。

平成30年度は、女
性に係長昇任選考
対象者がいなかっ
たが、対象者へ積
極的な受験を呼び
かけた。 2

人事異動計画の際に男女比
に配慮した。

人事異動計画の際
に男女比に配慮で
きた。

2

男女の職員に占める
管理職比率等、引き
続き人事異動計画の
際に男女比に配慮し
ていく。

引き続き、積極的な
受験を図れるよう、
働きかけを行ってい
く。

引き続き、対象者に
対して係長昇任選考
を受験するよう適切
な受験勧奨を行う。

2

44

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

教育委員会
事務局

病院局

2

・採用広報を展開
し、より効果的な女
性確保のための説明
会を開催することで
女性の受験生確保に
努める。
・係長昇任選考受験
資格者に対する周知
を行う。
・自治大学校及び消
防学校等の情報につ
いて周知を行い、希
望者に対して局内選
考を行い派遣する。

積極的な周知と受
験勧奨を行った。

庶務課

選挙管理委
員会事務局

・採用試験（消防
士）における女性
の確保に向けた取
組を計画に基づき
実施した。
・係長昇任選考受
験率向上にむけ、
計画に基づき実施
した結果、受験者
確保につながっ
た。
・消防大学校、消
防学校における女
性活躍推進研修等
に女性職員が参加
した。

採用試験（消防
士）における女性
の確保に向けた
取組の実施
係長昇任選考受
験率向上の取組

人事課

・大学や専門学校等におけ
る採用説明会及び関係機関
が実施する女性活躍推進イ
ベントの際に、採用広報を
展開した。
・係長昇任選考受験資格者
に対しグルかわ便を活用し
て試験実施を周知し、局内
における女性活躍推進研修
の際に、係長級女性職員と
交流する機会を設けた。
・消防大学校及び消防学校
における女性活躍推進研修
等の情報について周知を
行った。

交通局

消防局

係長昇任選考受験
について、管理職
会議等を活用しつ
つ、対象者に対し
て所属長から個別
に案内する等、積
極的な周知と勧奨
を行った。

2

引き続き、昇任選考
受験に係る受験意識
の醸成を図ってい
く。

庶務課

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

選挙課

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等を活用し
つつ、対象者に対しては直
接案内をする等、積極的な
周知と勧奨を行った。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

引き続き対象者に対
し係長昇任選考の受
験勧奨を行ってい
く。

2

監査事務局
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47

多様な働き方や
管理職に占める
女性割合の向上
に関する取組を
促進するために、
情報提供や啓発
を行います。

2

引き続き、女性の就
業・登用状況や、育
児・介護休業の整備
状況等に関する調査
を実施する。

「労働状況実態調査」を実
施し、女性の就業・登用状
況や、育児・介護休業の整
備状況等に関する調査を実
施した。

「労働状況実態調
査」を実施し、働
く女性の課題や
ニーズを調査し
た。

人事委員会
事務局

調査課
任用課

次年度も引き続き受
験しやすい環境整備
を図っていく。

庶務課議会局

(17)企業や市の関係団体等における女性職員登用等の取組の促進

　　活力ある社会の構築に向け、働く場における女性の登用推進への働きかけを行います。

・庶務課長会議において、
適切な受験勧奨を行うよ
う、各局等に依頼した。
・受験に係る職員の負担軽
減のため、選考科目の見直
しを行った。
・係長昇任に関するアン
ケート調査を実施し、取組
による負担感軽減の効果に
ついての検証や、昇任意欲
の把握を行った。
・係長昇任選考第１次選考
において、子育て中の職員
に受験しやすい環境を提供
するため、託児所を設置し
た。

「労働状況実態調
査」を実施し、女
性の就業・登用状
況や育児・介護休
業取得に関する
課題やニーズを
把握します。

「労働状況実態
調査」の実施と
結果を踏まえ
た取組の推進

44

市民文化局
人権・男女
共同参画室

経済労働局 労働雇用部46

人権・男女
共同参画室

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

人事評価制度の中間フォ
ローや評価面談及び異動ヒ
アリング時等の機会を捉
え、今後のキャリアプラン
や異動希望理由等を確認し
ながら意見交換し、的確な
現状把握と助言・指導等を
行った。

男女平等推進及び
女性活躍推進の観
点から取組を実施
した。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

2

加盟団体への積極的
な情報提供を行うと
ともに、講座等を開
催することで意識醸
成を図る。

係長昇任を前向き
に捉えてもらえる
ような取組や受験
環境の整備を行っ
た。

2

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組
子育て中の職員
のキャリア形成
支援（昇任選考
時託児所設置な
ど）

45

市民・市民活動団
体等及び事業者
と連携した「かわ
さき男女共同参
画ネットワーク」活
動を推進します。

すくらむネット
21における女
性活躍に向け
た情報提供・意
見交換、フォー
ラムの実施な
ど

運営会議において、年間の
テーマを「男女共同参画の
視点から見た防災・減災」
に設定し、運営会議（3
回）の場において情報提供
や意見交換を行った。例年
と同じく全体会議も予定し
ていたが、コロナウイルス
の影響により書面会議によ
り開催した。

年間テーマに沿っ
て加盟団体間の情
報の共有などを行
い、ネットワーク
の活性化や男女共
同参画の啓発を
行った。

市民文化局

引き続き、女性活躍
推進やワークライフ
バランスに関わる市
の施策等の情報提供
を行う。

男女共同参画セ
ンター「交流・
ネットワーク事
業」における市内
工業団体女性活
躍推進事務局長
会議

「市内工業団体女性活躍推
進事務局長会議」に参加
し、市の男女平等施策や女
性活躍施策、働き方改革施
策について情報提供を行っ
た。

会議への参加を通
じ、各団体の会員
である事業所にお
ける女性活躍を促
進した。

2
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47

多様な働き方や
管理職に占める
女性割合の向上
に関する取組を
促進するために、
情報提供や啓発
を行います。

・川崎市働き方改革による
中小企業活性化プロジェク
トにおいて、働き方改革推
進セミナーを２回実施し
た。
・四県市合同で、「働き方
改革シンポジウム」を開催
した。
・「かわさき労働情報」に
おいて、働き方改革推進の
ための本市施策、セミナー
等開催情報、有識者記事及
び関連法に関する情報等を
掲載した。
・神奈川県と共催で、働き
方改革推進のためのセミ
ナー及び企業担当者交流会
を各1回開催した。

多様な働き方や、
女性活躍推進のた
め、各種情報提供
や啓発を実施し
た。

2

民間保育所の運
営を支援し、民
間活力を活かし
た多様な保育
サービス（長時
間延長保育、一
時保育、休日保
育等）の提供

５　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり

経済労働局 労働雇用部

(18)子育て支援策の充実と保育サービス、放課後児童対策の充実

保育対策課

　　男女が共に仕事や家庭に関する責任を担い、ワーク・ライフ・バランスの実現や、出産・子育て期において多様な選択が可能となるよう、待機児童解消などの子育
て支援施策を推進します。

48

高まる保育需要
に対し、待機児童
解消に向けた継
続的な取組や保
育サービスの質
の維持・向上に努
めます。

保育受入枠の確
保

出産・子育て期に
おいて多様な選択
が可能となるよ
う、保育受入枠の
拡充など待機児童
の解消に向けた取
組を推進した。

引き続き、出産・子
育て期において多様
な選択が可能となる
よう、増加が見込ま
れる保育ニーズを的
確に推計し、保育受
入枠の確保を推進す
る。

利用者に寄り添
い、それぞれの
ニーズに応じた丁
寧な支援を積極的
に行った。 2

病児・病後児保
育の実施により、
平常時以外での
預かり先の確保
及び子育てと仕
事の両立支援の
充実

働き方の多様な選択が可能
となるよう、一時保育や
朝・夕の時間帯における職
員配置の要件緩和を行い、
ワーク・ライフ・バランス
の推進を図った。

利用者への支援
ときめ細やかな
対応の充実

2

引き続き、働き方改
革推進セミナー等に
より、多様な働き方
を推進する。
また、「かわさき労
働情報」においても
働き方改革等に関す
る記事を掲載し、多
様な働き方の周知を
図る。

・申請前段階からの説明会
の実施
・平日夜間、土曜日の窓口
開設
・アフターフォローにおけ
るきめ細やかな相談支援

49

夜間保育、一時
保育、休日保育
等、多様な保育
事業を充実しま
す。

次年度も引き続き安
定的に運営できるよ
う事業を実施し、子
育てと就労の両立支
援の充実を図ってい
く。

ほぼ目標どおり実
施できたため。

2

ほぼ目標どおり実
施できたため。

2

保育第１課
企画課

引き続き、保育を必
要とする保護者が安
心して子どもを預け
られる環境の整備を
推進する。

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
ながら、きめ細やか
な利用者支援の取組
を推進する。

次年度も引き続き民
間保育所の運営を支
援し、多様な保育
サービスの提供を推
進していく。

子どもが病気の際にも、安
心して預けられるよう、安
定的な運営を行ったこと
で、保護者の子育てと就労
の両立を支援することが出
来た。

保育の質の維持・
向上に勤め、保育
を必要とする保護
者が、安心して子
どもを預けられる
環境を整備した。 2

・保育士確保対策の充実
・保育士等の処遇改善の実
施
・公民保育所職員研修の実
施

保育の質の維
持・向上

50

病児・病後児保育
事業を実施し、そ
の家族に対する
支援を行います。

こども未来
局

在宅ワークなど
多様な働き方を
紹介するセミ
ナー（在宅ワー
カーセミナーなど
各種啓発セミ
ナー）の開催や
「かわさき労働情
報」等による情報
提供

・認可保育所の整備等
・川崎認定保育園の活用等
多様な手法による受入枠の
確保

保育対策課
※ただし、
「公民保育所
職員研修の
実施」の担当
部署は運営
管理課

こども未来
局

保育対策課

こども未来
局

保育第２課

こども未来
局

こども未来
局
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＜地域ケア推進課＞
・区内での子育て支援団体
等の交流会を1回開催し、
地域の子育て支援の連携・
拡充を図った。
・日吉おやこで遊ぼうラン
ドの利用について17団体の
登録を受け付け、庁舎利用
による子育て団体の活動支
援を行った。
・おこさまっぷさいわいを
リニューアルし、子育て団
体による情報紹介なを行
い、テレビ、ラジオ、新
聞、タウン誌などの取材に
よるプロモーションを行っ
た。
・2月に幸市民館で開催す
る予定だった「みんなで子
育てフェアさいわい」の会
場において、区内子育て支
援団体等の活動を区民に周
知するための情報発信を行
う予定で準備を行ったが、
新型コロナウィルス感染症
の影響で中止となった。

＜地域支援課＞
身近な地域で育児相談会や
サロンを定期開催した。

引き続き継続して実
施する。

2

子育てグループ
支援等

・子育てサロンや広場で健
康講座を開催し、関係団体
等の支援を実施した。その
際、個別の育児相談を実施
した。
・育児情報として、子育て
チャートを母子手帳や新生
児訪問で配布し、つどいの
場の情報提供を実施した。

①引き続き、子ども
の多様な体験や活動
を通じた児童の健全
育成を推進するとと
もに、市民活動の拠
点としての活用を図
る。
②,③すべての小学生
を対象に学校や地域
との連携を図りなが
ら、放課後等に児童
が安全・安心に過ご
せる場づくりを推進
する。

コンサートなど、
乳幼児連れでは参
加しにくいジャン
ルのイベントに、
親子で参加できる
機会を提供した。 2

51

児童・生徒に対す
る放課後事業の
充実に努めます。

こども文化セン
ター事業
わくわくプラザ事
業
子育て支援・わく
わくプラザ事業

男女共同参画セ
ンター子育て
ほっとサロン、絵
本の読み聞かせ
による仲間づくり

子育て支援の関
係機関・団体と
連携し、育児情
報の提供や知識
普及・育児相談
等の実施

引き続き、子育て
ほっとサロンの開催
などを通じ、子育て
中の女性を支援する
事業を行っていく。

2

＜地域ケア推進課
＞
子育て支援団体の
交流及び情報発信
を行い、子育て支
援の連携・拡充を
図った。   【男女
平等に配慮した
点】
交流会にて連携を
図った。プロモー
ションに力を入れ
たことにより、子
育て中の女性が各
種メディアに登場
するなどの女性活
躍の配慮を行なっ
た。

＜地域支援課＞
町内会・自治会、
民生委員・児童委
員等の協力のも
と、地域での定期
的な育児相談会や
サロンを開催でき
た。

①引き続き児童福祉法に基
づく児童厚生施設（児童
館）として、地域児童の健
全育成を目的に、各種事
業・活動を指定管理者制度
により実施した。
②令和元年度も市立小学校
全114校内で、全児童を対
象に、保護者の就労の如何
に関わらず、放課後の児童
の安全な居場所を確保し
た。
③わくわくプラザ終了時
（18時）までに保護者の迎
えが困難な場合、19時まで
児童の居場所及び安全を確
保した。

子育てグループ
等の支援や交流
会の開催を通じ、
子育て中の女性
のエンパワーメン
トを支援します。

前年度に試行実施
した結果を踏ま
え、学校の長期休
業期間中の平日の
朝の開室を午前8時
とし、利用時間の
拡大によるサービ
ス向上を図った。

2

幸区役所

こども未来
局

青少年支援
室

ワークライフバラ
ンスの実現に向け
た環境づくりを目
指し、取組を実施
した。

次年度は子育て
チャートを改訂し、
おやこのふれあい遊
びや乳幼児揺さぶら
れ症候群の予防等知
識普及を実施し、取
組を推進していく。

・子育てほっとサロン：計
12回開催し、計230名の参
加があった（週末イベント
2回を含む）。
・0歳児の親子のための
「小さなお話し会」：計9
回開催し、計224名の参加
があった。

52

子育てグループ
等の支援や交流
会の開催を通じ、
子育て中の女性
のエンパワーメン
トを支援します。

52

地域支援課

市民文化局
人権・男女
共同参画室

川崎区役所

地域ケア推
進課

地域支援課
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子育てグループ
支援等

教育委員会
事務局2

引き続き、市民館等
における保護者同士
の交流機会の提供や
情報提供を推進す
る。 生涯学習推

進課

子育て中の保護者同士の交
流を目的とした事業の実施
や、情報提供を行った。

子育て中の方々の
交流機会の提供や
情報提供の充実を
図った。

支援を通し、子育
てグループの活動
の活性化を図るこ
とにより、地域で
の子どもや保護者
等の活動の支援を
実施した。

次年度も引き続きグ
ループへの支援と女
性への健康支援を実
施する。

52

子育てグループ
等の支援や交流
会の開催を通じ、
子育て中の女性
のエンパワーメン
トを支援します。

2

地域子育て支援センターや
サロン等に地区担当保健師
等が出向けるよう調整し、
フォローケース等の情報共
有を図り支援した。

【男女平等に配慮した点】
平日の開催のため参加者は
母親が多いので、衛生教育
で資料を配布し、父親と共
有できるようにした。

地域で活動する子育てグ
ループ等に対し活動の支援
を行い育児中の親同士の交
流を図った。また子育て中
の女性が自分らしくいきい
きと過ごせるよう健康に関
する啓発を実施した。

市民館等におけ
る保護者同士の
交流機会の提供
や情報提供

既存のグループが活動を継
続できるよう、7月8日に
リーダー交流会を実施し
た。またグループの活動の
場において健康教育や育児
相談を実施し、活動を支援
した。

子育てグループ等の支援や
交流会の開催を通じ、子育
て中の方への個別支援と地
域づくりができるよう支援
した。

地域支援課
地域ケア推
進課

多摩区役所

麻生区役所

地域子育て支援セ
ンターやサロン等
身近で健康教育や
個別の相談を行っ
た。サロン活動を
広く周知し、参加
者の増加につな
がった。

中原区役所
地域ケア推
進課

地域支援課

地域支援課

地域支援課

地域包括支援システ
ムの推進に向けて、
地域全体での子育て
支援への関わりを強
化する。子育てに関
する内容等家庭でも
父親と共有できるよ
うな資料の活用を
図っていく。

子育てグループ等
の支援や交流会の
開催を通じ、子育
て中の方への継続
的な育児支援がで
きた。

2

引き続き、子育てグ
ループの活動支援を
行うとともに、子育
てグループ活動の活
性化に向けた支援を
行う。

宮前区役所 地域支援課

地域で活動して
いる子育てグ
ループの活動を
支援するため
に、子育てグ
ループ交流会や
リーダー交流会
を実施

子育てグループ
支援等

子育てグループ
支援等

高津区役所

子育てグループ等
への活動支援とし
て年間６０回参加
し、育児相談や女
性のための健康教
育を行った。

2

・地域のボランティアと共
に子育てサロンや子育てグ
ループを4か所開催した。
・子育てグループを3グ
ループ（高齢初妊産婦の
会、多胎児とその親の会、
虐待リスクや育てにくさが
あり地域で孤立した親子の
会）を実施した。

引き続き、地域のボ
ランティアと共に子
育てサロンや子育て
グループを開催す
る。

子育てグループ
支援等

2

今後も継続的に子育
てグループ等の継続
的な支援を実施して
いく。

他の親子や地域の
ボランティア、専
門職等との交流や
グループワークを
通して、父母の育
児力向上の支援を
行った。
【男女平等に配慮
した点】
母子手帳交付時や
新生児訪問時など
幅広く周知を図
り、父母及び地域
の様々な人が参加
できるように呼び
かけた。

2
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男女共同参画セ
ンターの男性向
け事業の男性が
参加しやすい企
画・実施

市民文化局
人権・男女
共同参画室

両親学級の土曜
日、日曜日の開
催
川崎市パパと子
手帳の配布

こども未来
局

こども保健
福祉課
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R2
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男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施 健康福祉局 健康増進課

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

各区役所
地域支援担
当

56

「労働状況実態調査」
を実施し、女性の就
業・登用状況や育児・
介護休業取得に関す
る課題やニーズを把
握します。

「労働状況実態
調査」の実施と
結果を踏まえた
取組の推進 経済労働局 労働雇用部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
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R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

58

長時間労働を前提と
した従来の働き方を
見直し、男性が家庭
生活や地域生活に参
画できる多様な働き
方・生き方について啓
発を進めます。

男性向け啓発事業
男女共同参画セン
ターにおける男性
向け事業（講座等）
の実施（育休パパ
とママのための職
場復帰セミナー＆
カフェ）

市民文化局
人権・男女
共同参画室

「かわさき労働情
報」等での情報
提供

人権・男女
共同参画室

経済労働局 労働雇用部

(21)長時間労働の是正等の働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

介護サービス基盤の整備
や、利用に向けた普及推進
を図ることにより、男女共
に利用者にとっては利用し
やすく、介護者にとっては
利用させやすい介護サービ
スの充実を図った。

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

市民文化局

引き続き、「かわさ
き労働情報」におい
て働き方改革等に関
する記事を掲載す
る。

育児・介護休業制度取得促
進のため、多様な働き方や
柔軟な勤務形態の導入など
「働き方改革」に関するセ
ミナー等の情報を掲載し
た。

再掲目標Ⅰ　事業番号35

(19)高齢者福祉サービスの充実と利用の促進

　　少子高齢化が進み、介護などにより男女ともに時間制約のある労働者の増加が見込まれることから、男女が共に仕事や家庭に関する責任を担えるよう、高齢者福
祉サービスの充実等に努めます。

53

再掲目標Ⅰ　事業番号32

両親学級や子育
てセミナー等にお
いて、男性が参加
しやすい講座時
間・内容を企画し
ます。

男性の参加促進
など男女共同参
画の視点に立っ
た介護教室等を
実施します。

介護は、社会全体
で支えていくこと
が重要であると考
えるため、男女平
等推進に配慮して
施策を推進した。

かわさきいきいき
長寿プランに基
づく取組
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　　男女とも子育て・介護をしながら働き続けることができるよう、制度の定着と利用の促進を図ります。

2

再掲目標Ⅰ　事業番号36

健康福祉局
高齢者事業
推進課

講座・講演会、サ
ロンの開催
講師紹介

男女とも子育て・
介護をしながら働
き続けることがで
きるよう、育児・
介護休業制度取得
促進に関連する働
き方改革等の情報
提供を実施した。

2

　　長時間労働を前提とした従来の働き方の見直しを促進するとともに、ワーク・ライフ・バランスについて周知・啓発を行います。

2

引き続き、他自治体
と連携したシンポジ
ウムの開催やサロン
の開催を推進する。
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育児・介護休業制
度取得促進のた
めの講座や講師
紹介及び情報提
供を行います。

(20)育児・介護休業制度などの定着と利用の促進

54

介護サービス基
盤の整備や、利
用しやすい介護
サービスの充実
及び普及を図りま
す。

再掲目標Ⅰ　事業番号35

再掲目標Ⅰ　事業番号36

・国や県、県内政令指定都
市と連携して10月31日に県
内企業の経営者・管理職・
人事労務担当者等を対象に
働き方改革シンポジウムを
開催し、今年度は「御社の
働き方改革、間違っていま
せんか？」をタイトル・
テーマとした。
・子育てほっとサロン：計
12回開催し、計230名の参
加があった。
・ママとパパのワークライ
フバランスをテーマに市民
館への講師派遣を行った。

・シンポジウム参
加者へのアンケー
トでは、取組事例
などの紹介が参考
になったなど好評
を得た。
・子育てサロン
は、参加者や主催
団体が交流するこ
とで、多様な女性
の生き方が身近に
感じられる場と
なった。

再掲目標Ⅱ　事業番号46
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労働雇用部

経済労働局 労働雇用部

労働雇用部

子育て世代向け
のＷＬＢの取組
の推進

59

各種啓発セミ
ナーの開催、事
例集やパンフ
レット発行、イン
センティブの付与

職場における管理
職の役割や、働き
やすい職場作りに
ついて、情報提供
を行った。

企業の働きやす
い職場環境づくり
に向けた「働き方
改革」に関する取
組を支援します。

引き続き、「川崎市
中小企業働き方改革
相談窓口」を運営
し、専門アドバイ
ザー派遣等による支
援を行う。

市内中小企業に対
し、「働き方改
革」に関する取組
支援を行った。

1

平成30年6月に、「川崎市
中小企業働き方改革相談窓
口」を設立。今年度も引き
続き専門アドバイザー派遣
等により、企業の働きやす
い職場環境づくりに向けた
取組を支援した。

62

ワーク・ライフ・バ
ランスの取組を
行っている事業者
の割合を令和3
（2021）年度まで
に75％以上にな
るようめざしま
す。

九都県市の連携に
よる広報活動や4県
市合同のシンポジ
ウムを開催した。
例年開催してい
た、子育て世代の
父母を対象とした
ワーク・ライフ・
バランスセミナー
については、積極
的に広報を行い、
多くの申し込みが
あったが、新型コ
ロナウイルス感染
症の影響によりや
むなく中止となっ
た。

2

今後も引き続き、子
育て世帯の父母を対
象とした、ワーク・
ライフ・バランスの
普及啓発のため、広
報活動やセミナーを
開催し、仕事と家庭
生活の両立の重要性
について意識啓発を
図る。

経済労働局

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

こども未来
局

企業における「働
き方改革」の取組
促進に向けた啓
発活動を行いま
す。

経済労働局

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

61

市内中小企業に対
して「働き方改
革」の取組促進に
向けた啓発活動を
実施した。

・川崎市働き方改革による
中小企業活性化プロジェク
トにおいて、働き方改革推
進セミナーを2回実施し
た。
・四県市合同で、「働き方
改革シンポジウム」を開催
した。
・神奈川県と共催で、働き
方改革推進のためのセミ
ナー及び企業担当者交流会
を各1回開催した。
・働き方改革に熱心に取り
組む市内中小企業に対し
て、専門家の企業派遣を実
施し、モデル企業を8社創
出した。

1

引き続き、働き方改
革推進セミナー等に
より、多様な働き方
を推進する。
また、専門家の企業
派遣によるモデル事
業を実施する。

引き続き、「かわさ
き労働情報」や「働
くためのガイドブッ
ク」等による情報提
供を行う。

・「かわさき労働情報」
で、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向け、関連す
る法改正や、働き方改革推
進セミナー等の情報を掲載
した。

ワーク・ライフ・
バランスの推進に
向けた講座の開催
や情報提供を行っ
た。

4月27日にmanaby横浜管内
県内企業の経営者・管理
職・人事労務担当者等を対
象として「職場におけるメ
ンタルヘルスの基礎知識」
をテーマに講演会を開催し
た。

企画課

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女共同参画セ
ンター出前講座
ＷＬＢ講演会開
催

専門アドバイ
ザー派遣、相談
窓口

60

2

引き続き、ワーク・
ライフ・バランスの
推進に向け情報提供
や講座等の開催を行
う。

労働雇用部2

事業者の割合
令和元年度：74％

市内中小企業に対
し、ワーク・ライ
フ・バランスの取
組の支援を行い、
前年度と比較して
数値が向上、ほぼ
目標値を達成し
た。

2

引き続き、ワーク・
ライフ・バランスの
取組を行っている事
業者の割合を令和3
（2021）年度までに
75％以上になるよう
めざす。

経済労働局

数値目標

九都県市の連携による広報
活動や4県市合同のシンポ
ジウムの開催
例年開催していた、子育て
世代の父母を対象とした
ワーク・ライフ・バランス
セミナーについては、積極
的に広報を行い、多くの申
し込みがあったが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響
によりやむなく中止となっ
た。
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67

介護休業を取得
しやすい環境づく
りに努めます。

(22)仕事と生活の両立に向けた住環境づくり

定時退庁の推進、午後8時
以降の時間外勤務の原則禁
止、全庁に共通する事務の
効率化、総務事務センター
による定型的・反復的事務
の集約化、管理職のマネジ
メント力の強化、テレビ会
議の活用、ペーパレス化の
推進などの取組を行った。

人事課

66

育児休業を取得
しやすい環境づく
りに努め、配偶者
が出産した職員
に占める育児休
業取得者の割合
が、令和3（2021）
年度までに10％と
なるようめざしま
す。

数値目標 男性育休取得者割合
令和元年度：11.0％

イントラネットホームペー
ジでの広報やガイドブック
の各職場への配付等を通じ
て育児休業取得促進を図っ
た。

職員子育て応援ガ
イドブックの更な
る周知を強化する
ため、各職場等へ
配付を行った。育
児休業取得者の割
合は、前年度（平
成30年度）から
3.9%増加した。

人事課

介護支援制度に
関する情報提供

2

介護支援制度の周知
を図り、介護休暇を
取りやすい職場環境
づくりに努める。

引き続き、駅近居住
や近居、同居等の促
進に向けた取組を民
間事業者等と連携し
て進める。 まちづくり

局
住宅整備推
進課

1

　　多様な人材が活躍できる職場づくりに向け、「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」に基づき「職員の働く環境の整備と意識改革」や「多様な働き方の
推進」などに取り組みます。

63

子育て世帯が子育てしやす
い住宅に居住するための環
境づくりに取り組んだ。

駅近居住や近居、
同居の促進に向け
た取組を民間事業
者等と連携して実
施した。

1

職員のワーク・ラ
イフ・バランスの
実現に向け、働く
環境の整備と意
識改革に取り組
みます。

長時間勤務の是
正
業務改革
人材育成・意識
改革
ＩＣＴの活用
ワークスタイル変
革など

仕事と生活が両
立できる住環境
づくりを進めま
す。

駅近居住、職住
近接の促進
近居、同居の促
進

(23)市役所におけるワーク・ライフ・バランスの推進

65

多様な人材が活
躍できる職場づく
りに向け、多様な
働き方を推進しま
す。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布・周知する
等意識啓発を行った。

介護支援制度に
関する情報提供

総務企画局

上下水道局

「職員子育て応援
ガイドブック」を
配布・周知する等
意識啓発を行っ
た。

女性活躍推進・
次世代育成支援

ワーク・ライフ・バランス
デーの実施、イクボスの実
践に向けた取組、障害者雇
用拡大の取組、高年齢職員
のキャリア活用に向けた取
組などを行った。

計画していた取組
を実施した。

引き続きガイドブッ
クの配付や研修等を
通じて制度の周知を
行っていく。

全体的に時間外勤務
は減少傾向にあるも
のの、長時間勤務と
なっている職員が相
当数存在しているこ
とから、引き続き長
時間勤務の是正を喫
緊の課題とし、取組
を進める必要があ
る。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント
推進室

庶務課

交通局 庶務課

64

男性の育児参加や
育児休業を取得し
やすい雰囲気作り
ができた。

2

引き続き、取組を継
続して取り組んでい
く。

・休暇の手引に情報を掲
載、「職員子育て応援ガイ
ドブック」の配布をし、周
知を図った。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布・周知する
ほか、全職員を対象とした
ワーク・ライフ・バランス
研修において、意識啓発を
行った。

「職員子育て応援
ガイドブック」を
配布・周知するほ
か、全職員を対象
としたワーク・ラ
イフ・バランス研
修において、意識
啓発を行った。

2

将来的に行政サービ
スの担い手の減少が
想定されるなかで、
女性活躍推進、次世
代育成支援、障害者
雇用の拡大、非常勤
嘱託員等の活用、高
年齢職員の活用など
が求められており、
引き続き一層の取組
を進める必要があ
る。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント
推進室

2

令和3(2021)年度まで
に目標の達成をめざ
し、引き続き、男性
職員のワーク・ライ
フ・バランスについ
て促進していく。

総務企画局

計画していた取組
を実施した。

1
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67
介護休業を取得
しやすい環境づく
りに努めます。

介護支援制度に
関する情報提供

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布し、周知し
た。

ガイドブックを配
布し、職員の理解
が深まるよう周知
を図った。

介護支援制度に
関する情報提供

機会をとらえ、ガイドブッ
クを配布するなど介護休業
制度の周知を図り、職員の
意識改善を図った。

引き続き、介護支援
制度に関する情報提
供を推進する。

引き続き介護支援制
度の周知を図り、介
護休暇が取得しやす
い職場環境の醸成に
努める。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を回覧し、回覧後
は職員が閲覧しやすい場所
に保管するなど、局内への
周知を図った。

ガイドブックの回
覧により、職員の
理解が深まるよう
周知を図った。

介護支援制度に
関する情報提供

介護支援制度に
関する情報提供

「職員子育て応援ガイド
ブック」を随時閲覧できる
ように掲示するとともに、
局内回覧を行い制度の周知
を図った。

ガイドブックを回
覧するとともに、
イントラネットで
の閲覧も可能なこ
とを周知し、職員
の理解がさらに深
まるよう努めた。

2

消防局 人事課

教育委員会
事務局

庶務課

選挙管理委
員会事務局

選挙課

監査事務局 行政監査課

人事委員会
事務局

調査課

議会局

 各種情報が出た際に迅速
に周知をし、共有を図った
ほか、各種面談等機会をと
らえて職員の状況を把握
し、職員が働きやすい環境
となるよう努めた。

介護支援制度に関
する情報提供を計
画に基づき実施し
た。

2

研修等において、ガ
イドブック等を活用
し、介護支援制度の
説明及び休暇の取得
について説明を実施
していく。

引き続き、介護支援
制度の周知を図り、
介護休暇を取得しや
すい職場環境づくり
に努める。

ガイドブックの配
布により、職員の
理解が深まるよう
周知を図った。
また、男性の育児
参加のための休暇
を取得しやすい雰
囲気作りができ
た。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

総務部庶務
課

介護支援制度に
関する情報提供
の実施

介護支援制度に
関する情報提供

介護支援制度に
関する情報提供

庶務課

2

2

引き続き介護支援制
度の周知を図り、介
護休暇が取得しやす
い職場環境への改善
に努める。

病院局

引き続き介護休業制
度の周知を図り、職
員の意識改善を図る
とともに、取得しや
すい環境づくりを進
めていく。

2

局内研修時にガイドブック
等を活用し、介護支援制度
の説明及び休暇の取得につ
いて説明した。

各種相談内容に応じ、介護
休業等の介護支援制度を案
内している。

通常業務の一環と
して各種相談対応
を行っている。

介護休暇制度等各
種情報提供を随時
実施し、多様な働
き方があることを
職員に知ってもら
えるよう取り組ん
だ。

2
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70

女性技術者の技
術力向上及び担
い手育成に向け
て、女性技術者を
表彰します。

68

68

働く女性が抱える
悩みや問題につ
いて、労働相談の
実施などにより、
解決に向けて支
援します。

働く女性が抱える
悩みや問題につ
いて、労働相談の
実施などにより、
解決に向けて支
援します。

労働相談

男女共同参画セ
ンター講座
ワンランクアッ
プ、女性リーダー
養成

職場定着のため
のフォローセミ
ナーや人材育成
セミナー等の開
催

(25)女性の参画分野の拡大支援

　　男女の参画に偏りがある分野において、男女双方の参画が進むよう支援します。

労働雇用部経済労働局

男女共同参画セ
ンター再就職・転
職・就労継続の
ための個別キャ
リア相談

女性を対象とした個別キャ
リア相談を、土日を含めて
合計 112回実施し、計63名
の参加があった。

2 市民文化局
人権・男女
共同参画室

人権・男女
共同参画室

個別で事前予約制
のため、日程が合
わせやすいと利用
者からも好評を博
した。

優良事業者表彰に併せて若
手技術者・女性技術者表彰
を実施した。本年度につい
ては1名の女性技術者を表
彰した

市ホームページで
の広報や登録業者
への周知の取組の
結果、女性技術者
の推薦があり、表
彰を実施した。 2

引き続き、若手技術
者・女性技術者表彰
を実施し知名度をさ
らに向上させるとと
もに、必要に応じて
関係団体に対して声
かけを依頼する。

財政局 検査課

農業者同士の情報共有や農
業技術の向上となる講習会
の開催や、市民との交流・
農業理解を醸成するため
「かわさきそだち料理教
室」において講師を務める
など、幅広い分野に係る活
動を支援した。

川崎市の農業就業
者の約4割を占める
女性農業者の、農
業経営や地域社会
への主体的な参画
に寄与した。

若手技術者・女
性技術者表彰

街頭労働相談では
女性が話しやすい
ように女性相談員
による相談コー
ナーを設けた。他
の相談においても
相談者の状況を理
解したうえで中立
な立場から相談を
受けることに配慮
した。

市内2か所で実施している
常設の労働相談のほかに神
奈川県と共催で月1回の弁
護士相談・夜間労働相談(6
月から）・年6回の街頭労
働相談を開催し(新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡
大防止のため1回中止)、職
場で起きたセクハラの問題
についても相談を受けた。

2

引き続き労働相談業
務を継続する。

・川崎市就業支援室「キャ
リアサポートかわさき」に
おいて、女性向け就職準備
セミナーを実施。

・女性向けの再就職支援セ
ミナー等を2回開催した。

・引き続き、川崎市
就業支援室「キャリ
アサポートかわさ
き」において、女性
向け就職準備セミ
ナーを実施する。

・働き方改革、働き
やすい職場環境整備
の促進や、女性を含
めた多様な人材の活
躍に向けた取組みの
なかで支援してい
く。

働く女性・働きた
い女性への就業等
に向けた取組を実
施した。

2

71

農業の担い手育
成に向けて、女性
農業者団体の活
動・ネットワークづ
くりを支援します。

川崎市女性農業
担い手の会「あ
かね会」の活動
支援

就業継続・キャリ
アアップに向けた
支援講座を実施
します。

ワンランクアップ！私の仕
事術を4回実施し、延50名
の参加があった。女性リー
ダーのためのマネジメント
力強化講座を6回開催し、
延140名の参加があった。

講座を通じて、ス
キルアップ等を希
望する女性を対象
に、必須スキルの
情報提供やネット
ワーク構築の機会
を提供した。

市民文化局

次年度も引き続き、
女性農業者団体の支
援を通して、農業の
担い手育成や農業者
間のネットワークづ
くりを推進する。 経済労働局

2

引き続き女性リー
ダー養成のための事
業を実施する。

経済労働局

６　働く女性・働きたい女性への就業等支援

(24)働く女性の就業継続とキャリアアップ支援

　　女性の人材育成に向け、働きたい女性が、結婚、出産等のライフイベントを経てもキャリアを形成しながら働き続けることができるよう支援します。

就業継続・キャリ
アアップに向けた
支援講座を実施
します。

農業振興課

69

69

2

労働雇用部

引き続き、相談者の
ニーズに合わせた支
援を行う。
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　　起業を希望する女性への支援を行います。

(27)経営の主体となる女性の育成・支援

(26)多様な就業ニーズに対応した就業支援

　　女性の力を最大限に生かすため、求職者の特性に合った就業マッチングや就業機会の提供など多様な就業支援に取り組みます。

・引き続き、川崎市
就業支援室「キャリ
アサポートかわさ
き」において、ニー
ズに応じた就業マッ
チングや女性カウン
セラーによる託児付
き就職相談を実施す
る。

労働雇用部

人権・男女
共同参画室

経済労働局 商業振興課

73

女性の就業及び
再就職に向けて
支援講座等を実
施します。

男女共同参画セ
ンター再就職支
援パソコン講座、
再就職セミナー
個別キャリア相
談

「キャリアサポー
トかわさき」にお
ける女性向けセ
ミナー開催

・職場復帰セミナー＆カ
フェ（計2回）：育休後に
職場復帰を目指す方を対象
に開催し、計27名の参加が
あった。
・再就職したい女性を応
援！パソコン講座（計20
回）：エクセル、ワード、
パワーポイントを各回の
テーマとして開催し、計
368名の参加があった。
・育休子連れカフェ（計10
回）：参加者同士で職場復
帰後の悩みや不安を共有す
ることを目的として開催し
計54名の参加があった。
・再就職支援セミナー：計
5回開催し、25名の参加が
あった。

職場復帰セミナー
では、女性（母
親）だけを対象と
せず、男性（父
親）も参加可能と
した。また、保育
を用意すること
で、育児中の方で
も参加しやすいよ
うにした。

2

引き続き、再就職、
就労継続、職場復帰
をめざす女性を対象
とした講座等を開催
し、就労支援を行
う。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

・川崎市就業支援室「キャ
リアサポートかわさき」に
おいて、女性向け就職準備
セミナーを年4回実施し
た。

就業支援事業
（数値目標）

72

働きたい女性の
ニーズに応じた就
業マッチングや就
業機会の提供など
多様な就業支援に
取り組み、就業支
援事業における女
性年間就職決定者
数が、令和3（2021）
年度までに275人以
上になるようめざし
ます。

74

起業セミナー等の
開催や情報提供
を通じ、起業を望
む女性及び起業
した女性を支援し
ます。

男女共同参画セ
ンター女性起業
セミナー、相談
会、サロン開催、
見本市開催など

商人デビュー塾
の男女共同参画
センターとの共
催

・女性起業家ビギナーズサ
ロン：全4回開催し、延べ
58名の参加があった。
・商人デビュー塾（女性限
定ではない）：全12回開催
し延べ93名（うち、女性47
名）の参加があった。
・起業家無料相談会：計4
回開催し、計4名の参加が
あった。
・女性起業家向け無料相談
会：計6回開催し、計13名
の参加があった。
・かわさき女性起業家
フォーラムを開催し、24名
の参加があった。

・ビギナーズサロ
ンでは保育つき
で、女性起業家向
け無料相談会では
子ども同席での受
講を可能とするな
ど育児中の女性が
参加しやすいよう
にした。

2

引き続き、起業を目
指す女性、起業して
間もない女性を支援
するための講座等を
開催する。

全12回開催・11名参加（男
5、女6）

男女どちらも参加
しやすい環境だっ
た。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

市民文化局

キャリアサポートかわさき
における女性年間就職決定
者数
令和元年度：327人

川崎市就業支援室「キャリ
アサポートかわさき」にお
いて、ニーズに応じた就業
マッチングや託児付き就職
相談を実施した。

働きたい女性への
就業に向けた取組
を実施した。

2

2

引き続き、川崎市就
業支援室「キャリア
サポートかわさき」
において、女性向け
就職準備セミナーを
実施する。 経済労働局 労働雇用部

経済労働局

働きたい女性への
就業に向けた取組
を実施した
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男女共同参画センターのセク
ハラ、パワハラ、マタハラ、パ
タハラ防止に向けた情報提
供

市民文化局
人権・男女
共同参画室

「かわさき労働情報」「働くた
めのガイドブック」による防止
に向けた広報 経済労働局 労働雇用部

労働相談
経済労働局 労働雇用部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

2

引き続き、市HPや
「かわさき労働情
報」など様々な広報
機会をとらえ、積極
的な情報提供を行っ
ていく。

・川崎市働き方改革による
中小企業活性化プロジェク
トにおいて、働き方改革推
進セミナーを2回実施し
た。
・四県市合同で、「働き方
改革シンポジウム」を開催
した。
・神奈川県と共催で、働き
方改革推進のためのセミ
ナー及び企業担当者交流会
を各1回開催した。
・「かわさき労働情報」に
おいて、働き方改革推進の
ための本市施策、セミナー
等開催情報、有識者記事及
び関連法に関する情報等を
掲載した。
・「川崎市働き方改革相談
窓口」を運営し、専門アド
バイザー派遣を実施した。

多様な働き方を実
現するため、啓発
活動、情報提供を
行うとともに、取
組支援も実施し
た。

2

引き続き、働き方改
革推進セミナー等に
より、多様な働き方
を推進する。
また、「かわさき労
働情報」においても
働き方改革等に関す
る記事を掲載し、多
様な働き方の周知を
図る。
さらに、相談窓口の
運営及び専門アドバ
イザー派遣等による
支援を実施する。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

経済労働局 労働雇用部

ハラスメント防止に
向けた啓発パンフ
レット等の作成や配
布、情報提供ととも
に、被害者への相
談支援を行います。

再掲目標Ⅰ　事業番号27

再掲目標Ⅰ　事業番号27

再掲目標Ⅰ　事業番号27

(28)職場における男女共同参画に関する理解の促進

　　多様な生き方、働き方があることを前提に、各人がその能力を十分に発揮することができる職場環境づくりを促進します。

76

78

働く場における男
女共同参画の推
進に向けた講座
開催や講師紹介
及び情報提供を
実施します。

男女共同参画セ
ンター出前講座
や講師紹介

川崎労働学校

事業所への出前講座や、公
共施設、各種団体等の防災
講座などに講師派遣を行っ
た。

市内事業所への研
修会への講師派
遣、団体、機関等
に講師派遣を行
い、防災や男女平
等につき理解を深
める取り組みを実
施した。

2

引き続き、依頼に基
づいて、出前講座や
講師派遣の機会の充
実を図る。

「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法な
どをテーマとして取り上げ
た。（川崎労働学校受講者
数：37名）

「川崎労働学校」
において、男女雇
用機会均等法を
テーマとした講義
を行うことで、同
法の趣旨や意義に
ついて参加者の理
解を深めることが
できたため。

2

「川崎労働学校」に
おいて、男女雇用機
会均等法などをテー
マとして取り上げ
る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

経済労働局 労働雇用部

在宅ワークなど
多様な働き方を
紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働情
報」等による情報
提供。専門アド
バイザー派遣

・女性活躍や多様な働き方
の推進に取り組む企業の取
組をまとめた「かわさき☆
えるぼし」認証企業事例集
を作成し、市ＨＰで掲載し
た。
・「かわさき労働情報」に
「かわさき☆えるぼし」認
証制度募集について掲載
し、広く周知した。

「かわさき☆える
ぼし」認証企業事
例集を作成するこ
とで、市内企業や
関係団体、教育関
係機関等さまざま
な対象に情報提供
を行うことができ
た。

77

75

創業予定または
創業まもない女
性起業家を対象
に創業融資を実
施します。

女性・若者・シニ
ア起業家支援融
資金による支援

当該融資制度の周知を図
り、利用促進に努めた。

前年度と同様、
（説明者側とし
て）起業家セミ
ナーや創業者向け
説明会に参加し、
創業を検討してい
る方へ当該融資制
度の周知を図っ
た。

2

引き続き、（説明者
側として）セミナー
等に参加し、当該融
資制度の周知を図
り、利用されるよう
に努めていく。 経済労働局 金融課

多様な働き方に
関する情報提供
や講座を行いま
す。

市ＨＰや男女共
同参画センター
の情報提供事業

62



79

男女共同参画の意義や
ワーク・ライフ・バランス
についての理解促進等
も含めたキャリア教育の
体系的・効果的な推進を
図ります。

子どもたちが社会
で自立して行くため
の基礎を学ぶ
「キャリア在り方生
き方教育」の推進

教育委員会
事務局

教育改革推
進担当

80

男女共同参画の視点か
らインターンシップ（就業
体験）や体験学習等を
通じたキャリア形成を支
援します。

男女共同参画セン
ターにおけるインター
ンシップ実施、及び
職場体験の受け入れ 市民文化局

人権・男女
共同参画室
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川崎臨海部に
立地する企業、
研究機関等が
有する高度な
人材、技術、施
設を活かした、
子どもたちの科
学技術への興
味・関心を高め
る科学教育・
キャリア教育に
資する取組の
実施

川崎サイエンス
ワールドの発
行・配布
小・中学校を対
象とした市内企
業による出張
授業

理科教育推進
事業
川崎サイエンス
ワールドの活
用

・市内学校への学習機会の
創出に向けた臨海部企業等
の見学会を7件実施し、研
究者と交流した。
・臨海部企業による市内小
学校での理科教室を2回実
施した。
・臨海部の企業活動を体験
する取組として、小学生親
子見学会を1回実施した。
・臨海部立地企業の取組を
紹介するためのパネル及び
パンフレットを作成した。
・キングスカイフロント夏
の科学イベントを1回実施
した。

・市内学校への学習
機会の創出に向けた
臨海部企業等の見学
会は前年度に対して
２件増加した。
・今年度２回実施し
た理科教室では、技
術者が発電の仕組み
を説明した。
・小学生親子見学会
では、小学生が記者
として見学後に学ん
だことを新聞にまと
めた。
・臨海部での取組が
分かりやすく伝わる
ようなパネル及びパ
ンフレットを作成し
た。
・キングスカイフロ
ント夏の科学イベン
トでは、昨年に引き
続き2,500名が参加者
した。

2

次年度も引き続き子
どもたちの科学技術
への興味・関心を高
める科学教育・キャ
リア教育に資する取
組を推進する。

(29)多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供

　　子どもたちに対して、多様なキャリア形成を可能にするための学習機会を提供します。

企業技術者による派
遣授業については、
理科への関心を高
め、性別によらない
先端科学技術への理
解を深める内容であ
ることから、今後も
学校間イントラネッ
トで情報の発信を行
う。副読本について
は、経済労働局と連
携を図りながら、新
学習指導要領の趣旨
に沿った内容で、活
用がよりされやすく
なる方法を検討して
いく。

再掲目標Ⅰ　事業番号10

再掲目標Ⅰ　事業番号11

臨海部国際
戦略本部

臨海部事業
推進部

経済労働局
イノベーショ
ン推進室

教育委員会
事務局

カリキュラ
ムセンター

5月に市内中学校1年生全生
徒に川崎市先端科学副読本
「川崎サイエンスワール
ド」を、中学校理科の全教
員に「川崎サイエンスワー
ルド活用ガイド」を配布し
授業への活用を図った。ま
た、男女問わず理工系への
興味を喚起するため、市内
中学校にて、理科のカリ
キュラムに沿って企業が持
つ技術を分かり易く紹介す
る授業を展開した。

男女平等推進行動
計画の目標に対
し、目標を概ね達
成した取組や配慮
を行った

4月に市内中学校1年生全生
徒に川崎市先端科学副読本
「川崎サイエンスワール
ド」を配布した。また、経
済労働局と地方独立行政法
人神奈川県立産業技術総合
研究所（KISTEC）と連携し
て派遣授業を小・中学校あ
わせて32回実施した。
【男女平等に配慮した点】
魅力ある理科教育を推進す
ることで、男女を問わず科
学技術等への理解を深める
ことにつなげた。

市内中学校理科教
諭や小学校理科教
育研究会委員向け
に、学校間イント
ラネット（ＳＡＩ
ＮＳ）等を活用し
て、企業による派
遣授業等の情報を
発信した。派遣授
業については、昨
年度より、11回実
施回数が大幅に増
加したが、副読本
の活用について
は、各学校の取組
に委ねており、活
用事例等の情報も
届いておらず、課
題がある。

581

科学技術分野へ
の男女共同参画
を推進するため
に、教育機関等で
理工系への理解
を深める取組を
推進します。

科学技術分野へ
の男女共同参画
を推進するため
に、教育機関等で
理工系への理解
を深める取組を
推進します。

81

5

中学生向けの川崎市
先端科学副読本「川
崎サイエンスワール
ド」の授業での更な
る活用を促し、魅力
ある理科教育に向け
て支援する目的か
ら、第１版から第４
版をデータ化する。
合わせて、男女平等
推進行動計画の趣旨
に沿って、男女問わ
ず理工系への興味を
喚起するための出張
授業を実施す
る。
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男女共同参画センター「交
流・ネットワーク事業」におけ
る市内工業団体女性活躍推
進事務局長会議

市民文化局
人権・男女
共同参画室

在宅ワークなど多様な働き方
を紹介するセミナー（在宅
ワーカーセミナーなど各種啓
発セミナー）の開催や「かわさ
き労働情報」等による情報提
供

経済労働局 労働雇用部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) A

R1
(2019) A

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

公共調達におけ
る評価

平成31年4月1日付けで主観
項目制度を改正し、評価対
象を下記のとおり拡大し
た。
（１）「次世代育成支援対
策推進法」又は「女性の職
業生活における活躍の推進
に関する法律」に基づく
「一般事業主行動計画」の
策定している事業者
（２）「次世代育成支援対
策推進法」第13条若しくは
第15条の2、「女性の職業
生活における活躍の推進に
関する法律」第9条に基づ
く認定、又は「かわさき☆
えるぼし」認証制度実施要
綱に基づく認証を受けてい
る事業者

女性活躍推進に取
り組む企業に対し
て、受注機会の増
大を図る取組がで
きている。

多様な働き方や管理
職に占める女性割合
の向上に関する取組
を促進するために、情
報提供や啓発を行い
ます。

84

女性の活躍推進
に積極的に取り
組む中小企業等
を対象とした認証
制度を実施しま
す。

女性活躍推進企
業認証制度

2

引き続き、女性活躍
推進に取り組む企業
に対しての支援の取
組を実施していく。

女性の活躍に関
する状況の把握
や課題分析など、
事業主行動計画
策定や取組推進
に向けたノウハウ
支援を実施しま
す。

ノウハウ支援 働き方改革推進セミナーに
おいて、「女性活躍推進法
に基づく一般事業主行動計
画」を配布し、周知を図っ
た。

女性活躍の推進に
かかる地域経済団
体などの多様な主
体との連携体制を
図った。

2

引き続き、女性活躍
の推進にかかる状況
の把握や課題分析
等、地域経済団体な
どの多様な主体との
連携体制を推進す
る。

経済労働局 労働雇用部

再掲目標Ⅱ　事業番号47

再掲目標Ⅱ　事業番号47

・市内中小企業を対象に
「かわさき☆えるぼし」認
証企業の2年目の募集を行
い、19社を認証した。
・認証された企業の取組を
まとめた事例集を作成し、
市内関係団体等に配布し
た。

・H30年度の24社に
比べR1年度は19社
の認証となった
が、製造業や保育
園など新たな業種
の認証が見られ
た。
・認証企業及び事
例集好評の際は、
メディア掲載など
の反響があり、制
度の周知に繋がっ
た。

(32)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び多様な雇用の拡大

　　男女の均等な機会と待遇の確保に向けて、企業等への働きかけとともに、地域経済団体との連携を強化します。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

財政局 契約課

1

令和２年度も引き続
き認証企業の募集を
行い、認証された企
業の取組を広く周知
するとともに、「か
わさき☆えるぼし」
の認知度向上が必要
となっている。

85

女性活躍推進に
取り組む企業に
対して、公共調達
において評価し、
受注機会の増大
を図ります。

経済労働局 労働雇用部

　　女性活躍に関する取組を促進するために、企業へのインセンティブ付与等の支援を実施します。

７　企業における女性活躍に向けた取組の促進

(30)女性の活躍推進に向けた企業への啓発

82

(31)企業の女性の活躍推進に関する取組支援

83

86

雇用の分野にお
ける男女の均等
な機会と待遇の
確保に向けた周
知啓発を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

・引き続き、｢かわさ
き労働情報｣におい
て、男女雇用機会均
等法や性別を理由に
する差別等について
相談できる窓口の案
内記事等を掲載す
る。
・引き続き、「働く
ためのガイドブッ
ク」において、男女
雇用機会均等法等の
記事を掲載する。

・「かわさき労働情報」に
おいて、性別を理由にする
差別等について相談できる
窓口の案内記事を掲載し
た。

・「働くためのガイドブッ
ク」において、男女雇用機
会均等法やセクハラ、パワ
ハラについての記事を掲載
した。

雇用の分野におけ
る男女の均等な機
会と待遇の確保の
ため、「かわさき
労働情報」や「働
くためのガイド
ブック」を通し
て、周知・啓発活
動を実施した。

2
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87

「労働状況実態調査」を
実施し、女性の就業・登
用状況や育児・介護休
業取得に関する課題や
ニーズを把握します。

「労働状況実態調
査」の実施と結果を
踏まえた取組の推進

経済労働局 労働雇用部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020)

R3
(2021)

・「かわさき労働情報」に
おいて、働き方改革推進の
ための本市施策、セミナー
等開催情報及び関連法に関
する情報等を掲載した。
・市内中小企業の「働き方
改革取組事例集」を発行し
た。
・働き方改革推進セミナー
等の開催により、取組の普
及啓発を図った。

多様な働き方を実
現するため、「か
わさき労働情報」
や中小企業におけ
る「働き方改革取
組事例集」を発行
し、情報提供を行
うとともに、セミ
ナー等の開催によ
る普及啓発も実施
した。

2

引き続き、「かわさ
き労働情報」による
情報提供や、セミ
ナー等の開催によ
り、取組の普及啓発
を図る。

再掲目標Ⅱ　事業番号46・56

経済労働局 労働雇用部

経済労働局 労働雇用部

89

88

女性活躍の推進
にかかる課題の
共有化やニーズ
把握に向け、地
域経済団体など
の多様な主体と
の連携体制を強
化します。

関係団体との連
携体制の強化

働き方改革推進セミナーに
おいて、「女性活躍推進法
に基づく一般事業主行動計
画」を配布し、周知を図っ
た。

女性活躍の推進に
かかる地域経済団
体などの多様な主
体との連携体制を
図った。

1

引き続き、女性活躍
の推進にかかる地域
経済団体などの多様
な主体との連携体制
を強化する。

一人ひとりが希望
に応じた多様な
働き方ができるよ
う、企業における
多様な雇用の受
け皿拡大に向け
た取組を行いま
す。

「かわさき労働情
報」等での情報
提供 中小企業
における「働き方
改革」取組促進
のための啓発活
動（成功事例集
や啓発パンフ
レットの発行等）
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